令和〇年〇月〇日
社員各位
法務担当　〇〇 〇〇
法改正の趣旨と当社の対応方針について
平素より業務遂行にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
このたび、「下請代金支払遅延等防止法（下請法）」の一部が改正され、令和○年○月○日より改正法が施行されることとなりました。
本改正は、取引の公正化および下請事業者の利益保護を一層強化することを目的としており、契約手続きや情報管理のあり方に新たな規定が設けられています。
当社においても下請取引を多く扱っている関係上、今回の改正内容を十分に理解し、適正な契約・支払手続きを徹底する必要があります。改正のポイントおよび対応方針の概要は以下の通りです。
記
1．主な改正内容
· 発注時における書面交付義務の明確化（電子データによる交付も可）
· 下請代金の支払期日短縮義務の強化
· 発注側による返品・値引き要求の制限の厳格化
· 違反時の報告徴求権限や勧告手続の強化
2．当社の対応方針
· 契約書・発注書の様式を改正法に準拠したものへ更新
· 社内研修の実施（対象：購買・営業・経理部門担当者）
· 下請先への説明文書配布および質疑応答の受付開始
3．施行期日
令和○年○月○日（○曜日）施行
4．参考資料
公正取引委員会発行「下請法のポイント・改正概要」リーフレット（添付資料参照）

本件は、法令遵守（コンプライアンス）体制の信頼性を高める重要な施策です。全社員が正確に理解し、法令に則った取引を遂行できるよう努めてください。
不明点がある場合は、管理本部 法務課までお問い合わせください。
以上
